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資料 1 

地域公共交通確保維持改善事業にかかる事業評価について 

  

１ 目的  

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱及び地域公共交通確保維持改善事業実施要領

に基づき、当該年度補助対象事業の実施状況の確認と評価を行い、当該自己評価の結果を東北運

輸局へ報告するとともに、あわせて公表を行うもの。  

  

２ 対象事業名  

(1) 地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）  

(2) 地域公共交通バリア解消事業（バリアフリー化設備等整備事業）  

  

３ 事業評価シート  

(1) 地域公共交通確保維持事業 ⇒ 評価対象年度：令和７年度（R6.10～R7.9）  

・概要資料 … P2, 3 

・別添１ … P4 

・別添１―２ … P5 

(2) 地域公共交通バリア解消事業 ⇒ 評価対象年度：令和６年度（R6.4～R7.3）  

・八戸市福祉タクシー導入促進事業計画  …P6,7,8 

・別添１  … P9 

４ 評価基準  

1



八戸圏域地域公共交通活性化協議会

※記入する際、枠の大きさの変更及び頁追加のうえ作成することも可能とします。

事業名：令和７年度地域内フィーダー系統令和３年４月１日事業開始

事業の今後の改善点

実施状況、目標・効果の達成状況

生活交通確保維持改善計画

目的・必要性

定量的な目標・効果

事業・実施主体

確保・維持する系統の概要

評価項目

前回の評価結果

基礎データ

【地域内フィーダー系統】
南郷地域コミュニティタクシー
・運行事業者：（有)日の出タクシー
・運行日：毎日
・運賃：300円
※要予約

合併状況：平成17年に八戸市と南郷村が合併 人 口：212,831人
面 積： 305.56㎢ 高齢化率：33.1％（９月末時点）
協議会開催数：４回（令和６年10月～令和７年９月）

・南郷地域コミュニティタクシーの活用方法等について、市WEBサイトや市広報紙で
周知を行う。（八戸市）
・南郷地域コミュニティタクシーの活用方法等について、住民主体で利用促進の懇談
会を開催する。（島守地区自治会連合会）

【実施状況等】
・市WEBサイトを更新し、周知を図った。
・NPO法人と協力しながら、南郷地域の小・中学生を対象に公共交通の利用促進事業を行った。
・利用促進の懇談会等の場は今後開催予定であるが、利用者からのダイヤに関する要望を把握し
ている。

【目標】
南郷地域コミュニティタクシーの利用者数169人以上
【効果】
南郷地域コミュニティタクシーを確保維持することにより、南郷地域の荒谷方面か
ら八戸市内までの移動手段が確保され、通勤や通学が可能な公共交通環境の整
備を図ることができる。
また、荒谷線の廃止後においても、地域住民の日常生活に必要不可欠な移動手
段が確保される。

南郷地域コミュニティタクシーは、南郷地域コミュニティバスが運行していない
時間帯（朝・夕）において、市ノ沢線に接続して八戸市中心部への移動を確保し
ていることから、その確保維持が必要とされている。

南郷地域コミュニティタクシーを確保維持することで、特に通院・通学に関する
住民の生活交通手段を存続させることを目的とする。

【実績】 137人 ／目標169人 （達成率 81%） 〔内訳〕 B ：１件
事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった。

※評価の判定基準
・A ⇒ 目標達成100%以上
・B ⇒ 目標達成80%以上100%未満
・C ⇒ 目標達成80%未満、又は、補助対象外（1運行当たり2人未満、運行割合30%未満）

【達成状況（結果）】 ※令和６年度事業
・島守地域コミュニティタクシー 【実績】運行１回あたりの利用者数：1.13人/回（達成率57％）
・市野沢地域コミュニティタクシー 【実績】運行１回あたりの利用者数：1.06人/回（達成率53％)

【評価】
・乗合が発生しておらず、ほとんどが１人での利用である。
・周知・広報の強化、地域のニーズを踏まえた改善策の検討・実施・検証を行っていくことを助言
された。

・周知・広報の強化

・今後、運行ダイヤについて住民からの声をより集め、より利便性の高いダイヤに改善していき、
利用機会の増進に取り組む。

概要資料
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八戸圏域地域公共交通活性化協議会

南郷地域コミュニティタクシー運行区域図面 運行時刻表
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①補助対象事

業者等
②事業概要

③前回（２事業年度前）（又は

類似事業）の事業評価結果の反

映状況

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況
⑥事業の今後の改善点

（特記事項を含む）

(有)日ノ出タク

シー

【系統名】

南郷地域コミュニティタク

シー

【運行回数】

129回

【運行区域】

南郷地域～市ノ沢バス停

（路線バス：市ノ沢線）

【実施した事業】

・市WEBサイトを更新し、周

知を図った。

・NPO法人と協力しながら、

南郷地域の小・中学生を対

象に公共交通の利用促進

事業を行った。

・利用促進の懇談会等の場

は今後開催予定であるが、

利用者からのダイヤに関する

要望を把握している。

【前回（２事業年度前）の

評価結果】

・以前は１回あたり２人以上

の利用を目標にしていたが、乗

合が発生しておらずほとんどが

１人での利用であった。

・目的が達成できていない状

況であるため、周知・啓発、場

合によっては運行ダイヤの見直

し等、地域のニーズを踏まえた

改善策の検討・実施・検証を

行っていくことを助言された。

【評価結果の反映状況】

・計画への反映の有無：有

・南郷地区内の公共施設にチ

ラシを配布し周知した。

・利用者からの二－ズを聞き

取り、より利便性の高い時間

でのサービスを検討し反映させ

る。

A 事業が計画に位置付

けられたとおり、適切に

実施された。

【実施した事業の評

価】

・利用促進を図ったこ

とで、引き続き一定数

の利用者の確保をす

ることができた。

B 事業が計画に位置付け

られた目標を達成でき

ていない点があった。

【目標値】

年間169人

【実績値】

年間137人

【達成率】

81％

・過去の利用と比較し

通学手段としての利用

機会減少も影響してい

ると考えられる。

・目標に達しなかったも

のの、主に高齢者の通

院での利用が見られ、

事業期間を通して継続

的に安定した利用が見

られた。

・周知・広報の強化

・今後、運行ダイヤについて住民

からの声を集め、より利便性の高

いダイヤに改善し新規需要の創

出をはかる。

・学生の通学手段としてのさらな

る利用の機会がないか、調査等

を行う。

【二次評価】

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）
令和７年12月25日

協議会名：八戸圏域地域公共交通活性化協議会

評価対象事業者名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
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事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

別添１－２

令和７年12月25日

協議会名： 八戸圏域地域公共交通活性化協議会

評価対象事業者名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

八戸市は青森県南東部に位置し、面積は305.56㎢、人口は212,831人（令和７年９月末現在）で、市が目指す
将来都市像として「ひと・産業・文化が輝く 北の創造都市」を掲げている。

近年では人口減少・高齢化が進展しており、令和２年度末には民間バス事業者が運行してきた荒谷線が廃
止となるなど、地域公共交通の存続が危機に瀕している状況にある。

しかし、誰にとっても安心して暮らせる地域づくりのためには、来訪者を含めた、誰もが安心して移動すること
ができる生活交通ネットワークの構築が必要不可欠である。その一環として、通勤・通学の足の確保を主たる
目的とし、「南郷地域から、市中心街への移動手段を確保する」ことを目標に掲げ、地域間幹線系統である市ノ
沢線と接続するフィーダー系統（デマンド型）を組み合わせることで、生活交通ネットワークの構築を進めている
ところである。
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生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

 

令和  年  月  日 
 

 （名称） 八戸市タクシー協会    
 

 （代表者名） 会長 小笠原 修 印  

 

１．生活交通改善事業計画の名称 

八戸市福祉タクシー導入促進事業計画 

 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

タクシーは他の交通機関では対応できない需要（時間帯・区域など）に対する輸送サービスを

担う公共交通として役割を果たすとともに、鉄道・路線バスと適切に連携することにより、今後

も地域の公共交通手段の一翼を担えるものと考えております。とくに高齢社会への対応や身体の

不自由な方の社会参加を進める意味で、タクシーに求められる役割は高まる一方です。 

このことから、福祉タクシー導入によりタクシー車両のバリアフリー化の普及を促進するとと

もに、高齢者、障がい者、車いす利用者、妊娠中の女性、子どもなどに対しての外出支援や社会

的活動の参加を促進する事を目的とします。 

特に、車いす利用者の方からは、通常のタクシー車両での乗降が困難であるという声もありま

す。ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシーは、車いすのまま乗降可能であるため、ＵＤタクシ

ーを一般のタクシーとして導入することにより、多くの市民が利用しやすい公共交通として、ま

た、観光・ビジネス等で訪れる方への利便性向上を図る事を目的とします。 

 

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

現在、八戸市内のタクシー事業者で、協会加入車両台数が 366台あり、うち、福祉タクシーは、

回転シート装備車両 17台 ＵＤタクシー36台 ストレッチャー装備車両 6台 スロープ装備 

車両 5台  計 64台（17.5％）のみである。 

福祉タクシーの割合を 33％以上とすることを目標に、令和 6 年度以降、今後の動向を踏まえ

令和 9年度までに計 69台を導入し、合計 133台（36.34％）を目指したい。 

（予定）令和 6年度：回転シート装備車両  9台、ＵＤタクシー  7台･･計 16台 

令和 7年度：回転シート装備車両 10台、ＵＤタクシー  7台･･計 17台 

令和 8年度：回転シート装備車両  9台、ＵＤタクシー  9台 

スロープ装備車両    1台                    ･･計 19台 

令和 9年度：回転シート装備車両  8台、ＵＤタクシー  9台･･計 17台（計 69台） 

（想定）令和 9年度末の福祉タクシー車両台数 133台（36.34％） 
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（内訳） 
 

 

年度 車両種別 台数 導入事業者 台数 

R6 

回転シート装備車両 9 

有限会社大石タクシー 2 

県南タクシー株式会社 1 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 2 

ポストタクシー株式会社 2 

マルイタクシー有限会社 1 

ユニバーサルデザインタクシー車両 7 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 1 

ポストタクシー株式会社 2 

三八五交通株式会社 3 

R7 

回転シート装備車両 10 

有限会社大石タクシー 2 

県南タクシー株式会社 1 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 2 

ポストタクシー株式会社 2 

マルイタクシー有限会社 2 

ユニバーサルデザインタクシー車両 7 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 1 

ポストタクシー株式会社 2 

三八五交通株式会社 3 

R8 

回転シート装備車両 9 

有限会社大石タクシー 1 

県南タクシー株式会社 1 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 2 

ポストタクシー株式会社 2 

マルイタクシー有限会社 2 

ユニバーサルデザインタクシー車両 9 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 1 

ポストタクシー株式会社 2 

三八五交通株式会社 5 

スロープ装備車両 1 マルイタクシー有限会社 1 

R9 

回転シート装備車両 8 

有限会社大石タクシー 1 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 2 

ポストタクシー株式会社 2 

マルイタクシー有限会社 2 

ユニバーサルデザインタクシー車両 9 

有限会社興産タクシー 1 

八戸タクシー株式会社 1 

ポストタクシー株式会社 2 

三八五交通株式会社 5 
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年度 車両種別 台数 導入事業者 台数 

小計 

回転シート装備車両 36 

有限会社大石タクシー 6 

県南タクシー株式会社 3 

有限会社興産タクシー 4 

八戸タクシー株式会社 8 

ポストタクシー株式会社 8 

マルイタクシー有限会社 7 

ユニバーサルデザインタクシー車両 
32 

 

有限会社興産タクシー 4 

八戸タクシー株式会社 4 

ポストタクシー株式会社 8 

三八五交通株式会社 16 

スロープ装備車両 1 マルイタクシー有限会社 1 

 

合計 

 

 69  69 

 

（２）事業の効果 

福祉タクシーの導入により、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、妊娠中の女性、子どもなどを

含め誰もが利用しやすい移動手段の選択肢の一つとして、また、移動への負担が軽減されること

から、公共交通利用者の増加に寄与する。また、高齢者など様々な方の社会的活動の参加の促進

が期待できます。 

さらに、UD タクシーは高齢者やお体の不自由な方ばかりではなく、観光等にも適している車

両となっているため、観光客、ビジネス関係等の利用者の増加と利便性向上も期待できます。 

 

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

（内容）※具体的に記載すること。 

 令和 6年度： 
回転シート装備車両 有限会社大石タクシー 2 

回転シート装備車両 県南タクシー株式会社 1 

回転シート装備車両 有限会社興産タクシー 1 

回転シート装備車両 八戸タクシー株式会社 2 

回転シート装備車両 ポストタクシー株式会社 2 

回転シート装備車両 マルイタクシー有限会社 1 

ユニバーサルデザインタクシー車両 有限会社興産タクシー   1 

ユニバーサルデザインタクシー車両 八戸タクシー株式会社 1 

ユニバーサルデザインタクシー車両 ポストタクシー株式会社 2 

ユニバーサルデザインタクシー車両 三八五交通株式会社  3 

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

法人、個人全事業者が適用：身体・知的 各１割引 
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別添１

令和　7年　 12月　25日

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

協議会名：八戸市地域公共交通会議

評価対象事業名：生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

B
計画の一部（3台）が導入さ
れ、ユニバーサルデザイン
車両導入の向上が図れた

三八五交通株式会社 ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ車両導入 － B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B
計画の一部（1台）が導入さ
れ、ユニバーサルデザイン
車両導入の向上が図れた

ポストタクシー株式会社
・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ車両導入
・回転シート装備車両導入

－ B
計画の一部が適切に実施さ
れた

　導入促進に向け、事業者へさ
らなる周知を行い、福祉タク
シーの導入を目指す必要があ
る。また、利用者のUDタクシー
に対する認知度を向上させるこ
とも必要である。

八戸タクシー株式会社
・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ車両導入
・回転シート装備車両導入

－ C
導入の見送りにより、実施さ
れなかった

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た

－

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た

有限会社大石タクシー

県南タクシー株式会社

有限会社興産タクシー

・回転シート装備車両導入

・回転シート装備車両導入

・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ車両導入
・回転シート装備車両導入

－

－

マルイタクシー有限会社 ・回転シート装備車両導入 －

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た

C
事業譲渡により実施されな
かった

C

C

C

C

導入の見送りにより、実施さ
れなかった

導入の見送りにより、実施さ
れなかった

導入の見送りにより、実施さ
れなかった

C

C

C
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地震被害に伴う公共交通機関への影響について 

 
１ 12月８日の青森県東方沖の地震について 

(1) 地震に関する情報 
発生日時  令和７年 12 月８日（月）23 時 15 分頃 
震 源 地  青森県東方沖（八戸の東北東 80 ㎞付近）   
地震要素  北緯 41 度 58.0 分、東経 142 度 17.2 分 

深さ約 54 ㎞ 
地震規模  Ｍ7.5 

  
(2) 震度に関する情報 

地震情報 令和７年 12 月８日（月）23 時 15 分頃 
・震度６強（南郷）、震度６弱（内丸）、震度５強（湊町）、震度４（島守） 

 
(3) 津波情報 

12 月８日 
 
12 月９日 

23:17 
23:23 
02:45 
06:20 

津波注意報発表（青森県太平洋沿岸） 
津波警報発表（青森県太平洋沿岸） 
津波注意報に切替え（青森県太平洋沿岸） 
津波注意報解除（青森県太平洋沿岸） 

 

２ 交通関係の被害状況 

被害区分 被害の状況 

ＪＲ東日本 ○ＪＲ東北新幹線 
 ・盛岡～新青森駅間の上下線で運転見合わせ 
（下り 20：16 東京発 23：36 新青森着はやぶさ 41 号が七戸十和田駅で
停車中 ※乗客は JR が手配した代行バスで新青森駅まで輸送） 
※ 福島～盛岡駅間は２時６分頃に運転再開 
→12 月９日の上下線盛岡～新青森駅間は 15 時 40 分頃から全線運転再開 

12 月９日の運行  
【上り】 
・はやぶさ４号（新青森６時 18 分発 東京行）新青森～盛岡間で運休 
・はやぶさ８号（新青森６時 49 分発 東京行）新青森～仙台間で運休 
・はやぶさ 14 号（新青森９時 53 分発 東京行）新青森～盛岡間で運休 

【下り】 
・はやぶさ１号（東京６時 32 分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 
・はやぶさ３号（東京７時 32 分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 
・はやぶさ５号（東京８時 18 分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 
・はやぶさ７号（東京８時 37 分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 
・はやて 93 号（盛岡６時 54 分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 

 
○ＪＲ八戸線 
 ・12 月９日の上下線全ての列車を運休 
 ・12 月 10 日の上下線全ての列車を運休 
・当面の間、八戸～久慈駅間の全列車を運休 

 ※本八戸駅～小中野駅間の高架橋に被害あり（約 20 か所） 
※運休区間にかかる代行輸送は検討中 
 
 
・12 月 16 日 ＪＲ東日本が八戸線代行バスの運転と一部区間の運転再開に
ついて発表 
代行バスの運転 八戸～鮫駅間  
臨時列車の運転 鮫～久慈駅間  
実施期間 12 月 22 日から当面の間 
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・12 月 23 日 12 月 30 日全線運転再開について発表 
 運転再開列車 八戸発９時 29 分発 
        久慈発９時 16 分発 
        鮫発 ９時 35 分発 

青い森鉄道  ・12 月９日の上下線でおおむね昼頃までの運転見合わせ 
（三沢～小川原間で線路設備の破損が確認され、復旧作業を行う必要があ
るため） 
⇒三沢駅～小川原駅間で確認された線路設備故障の復旧作業及び安全確
認作業が完了。同日 13 時 30 分頃から全線運転再開 

IGR いわて銀河鉄道  ・12 月９日のいわて沼宮内駅～目時駅間の運転を見合わせ 
  【上り】 
・八戸６時９分発 盛岡行 八戸～いわて沼宮内間で運休 
・八戸７時 13 分発 盛岡行 運休 
（14 時頃から運転再開）⇒12 月９日全線運転再開 

 

バス事業者 【12 月９日～12 月 10 日】  
・市営バス 平常運行 
・南部バス 平常運行 
・十和田観光電鉄バス 平常運行 

 
【12 月 11 日～12 月 15 日】 
国道 45 号線塩町付近交差点通行止めに伴い、迂回運行を行う。一部バス停

については停車しない。 
（迂回運行に伴い停車しないバス停） 
・市営バス 二十八日町、ＮＴＴ前、下組町 
・南部バス 八日町、ＮＴＴ前、下組町、栄町(一部便) 
・十和田観光電鉄バス 八日町、二十八日町、ＮＴＴ前、下組町、栄町 
・三沢空港連絡バス 八戸八日町 

 
【12 月 16 日】 
国道 45 号線塩町付近交差点の通行止め一部解除により、ほぼ全ての路線バ

スの迂回運行を終了 
・市営バス 平常運行 
・南部バス 平常運行 
・十和田観光電鉄バス 平常運行 
・三沢空港連絡バス  
八戸→三沢空港前行き 八戸八日町を取扱わず本八戸駅始発 

  （三沢空港前→八戸行きは八戸八日町を取扱う） 
 
【12 月 24 日】 
国道 45 号線塩町付近交差点の通行止め全面解除により、三沢空港連絡バス

の迂回運行を終了し、平常運行となる。 
 
 
 

 



八戸市地域公共交通会議設置要綱 
  

 
（設置）   

第１条 八戸市地域公共交通会議（以下「会議」という。）は、道路運送法（昭和２６年法律第

１８３号）の規定に基づき、八戸市における需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送

の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの提供に必要とな

る事項に関する協議を行うとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９

年法律第５９号）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「公共交通計画」と

いう。）の作成及び実施に関し必要な協議を行うため設置する。 

 

（協議事項）  

第２条 会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項 

（２）市町村有償運送の必要性及びその旅客から収受する対価に関する事項 

（３）公共交通計画の策定及び変更の協議に関する事項 

（４）公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

（５）公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

（６）前５号に掲げるもののほか、会議の運営方法その他会議が必要と認める事項 

 

（会議の構成員）  

第３条 会議の構成員は、次に掲げる者とする。 

（１）八戸市長が指名する職員 

（２）八戸市内を営業路線とする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者が指名する者 

（３）青森県内の一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者が指名する者 

（４）八戸市内の一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者が指名する者 

（５）住民又は利用者の代表 

（６）国土交通省東北運輸局青森運輸支局長が指名する職員 

（７）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者が指名する者 

（８）道路管理者、青森県警察、学識経験者その他会議が必要と認める者 

（９）八戸市内において旅客の運送を行う鉄道事業者の代表者が指名する者 

 

（会長及び監事）  

第４条 会議に会長及び監事を置き、八戸市長が前条各号に掲げる者の中から指名する。 

（１）会長 １名 

（２）監事 ２名 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総括する。 

３ 監事は、出納監査を行い、監査の結果を会議に報告する。 

 

（会議の運営）   

第５条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 

３ 会議の議決は出席者（代理人を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決

するところによる。 

４ 会議は、書面にて協議することができる。 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運

営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議

への出席を依頼し、助言等を求めることができる。  

 

 

 



（協議結果の取扱い） 

第６条 会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠

実な実施に努めるものとする。 

 

（ワーキング会議）  

第７条 会議は、必要があるときは、会議の議事について調整又は意見交換等を行うため、構

成員の任意出席によるワーキング会議を開催することができる。 

 

（分科会）  

第８条  第２条各号に掲げる事項及び運賃、料金について専門的な調査、検討等を行うため、必

要に応じ会議に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（事務局）  

第９条 会議の庶務を処理するため、会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、八戸市総合政策部政策推進課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（財務に関する事項） 

第１０条 会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

２ 前項の規定に関わらず、公共交通計画の所期の目的を達成し、事業を継続する必要がなくな

った場合には、会長が会議に諮り、財産を処分するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（その他）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１９年６月１３日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年６月１０日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年６月５日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年３月２８日から施行する。 

      

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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